
 

１２月定例連絡委員幹事会 

 

 と き 令和７年１２月２日(火) 午後３時～ 

 ところ 市役所 ２階 会議室１ 

 

１ 市民憲章唱和 

 

 

２ あいさつ 

 

 

３ 議題 

(1) 令和７年度民生委員児童委員一斉改選について（報告）（福祉課）・・Ｐ1（資料１） 

 (2) 町内会（自治会）加入世帯調査について（お願い）（環境課、地域協働課）・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ2～6（資料２） 

(3) 令和７年度区民館等運営事業補助金実績に関する中間報告書の提出について（依頼） 

   （地域協働課）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ7～12（資料３） 

 

４ その他 

 (1) 令和８年碧南市交通安全市民大会の開催について（地域協働課） 

 

５ 意見交換 

 



 

碧  南  市  民  憲  章 
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                             令和７年１２月２日 

 

 碧南市連絡委員 各位 

 

                             福祉部福祉課 

                             課長 磯貝 浩    

 

   令和７年度民生委員児童委員一斉改選について（報告） 

 

 民生委員児童委員活動の推進につきましては、平素から格別のご協力を賜り厚くお礼申

し上げます。 

 さて、民生委員・児童委員及び主任児童委員の任期は民生委員法により３年と定められ

ており、本年１１月３０日を以って任期満了による一斉改選を行いました。 

 この一斉改選について、４月の定例連絡委員幹事会にて民生委員・児童委員等の推薦に

ついて依頼をさせていただき、その後に各地区よりご推薦をいただきました。 

 碧南市では、皆様からの推薦を受けまして、８月２７日に民生委員推薦会を開催し、候

補者全員の推薦を決定いたしました。その後、愛知県に推薦調書を進達した結果、候補者

全員に対して厚生労働大臣から委嘱辞令が発令され、１２月１日（月）に民生委員・児童

委員全員に委嘱辞令を伝達した次第です。なお、改選後の民生委員児童委員の一覧につき

ましては、各地区別に別添のとおりです。 

 皆様のご尽力に対しまして、心から御礼申し上げます。また、今後とも、民生委員児童

委員活動について、更なるご理解、ご協力をお願い申し上げます。 

連絡先 福祉課福祉総務係 

担当  金原、稲垣 

電話  95-9851（直通） 
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令和７年１２月２日 

碧南市連絡委員各位 

                         経済環境部環境課 

                          課長  中 川 知 之 

                         市民生活部地域協働課 

                          課長  堀 田 葉 子 

 

町内会（自治会）加入世帯調査について（お願い） 

 日頃は、ごみの減量とリサイクルの推進に対しまして、ご理解・ご協力を賜り誠にあり

がとうございます。 

 さて、毎年碧南市指定のごみ袋配布及び地域振興事業補助金等の算定のため、町内会加

入世帯リスト（昨年度に実施した町内会加入調査に加え、令和７年１０月末までの転出者

を反映した資料）につきまして、下記の要領で加除をお願いします。 

記 

１ 調査目的 

(1) 環境課 

この調査で把握した加入世帯数に基づき家庭用ごみ袋を配布します。なお、未加

入世帯には通知を郵送し、市役所環境課の窓口で配布します。 

(2) 地域協働課 

令和８年度における加入世帯数を算定根拠とする補助金等の算定基礎とします。 

 ア 地域振興事業補助金 

   町内会等が行う地域活性化に係るコミュニティ事業に対する補助金 

  イ 連絡事務事業委託料 

    広報紙等の配布・回覧による市政の周知、事務連絡等に対する委託料  

２ 調査対象時点 

令和８年１月１日現在の町内会加入状況 

連絡先 環境課ごみ減量係 

担 当 鈴木 章宏 

電 話 95-9899 
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３ 調査方法 

(1) 「町内会加入世帯リスト」の加除について 

添付（封筒内）の「町内会加入世帯リスト」に令和８年１月１日現在の町内会加

入世帯を手書きで加除して下さい。このリストは、前年の調査結果に令和７年１０月

末までの転出者データを反映したものです。 

令和８年１月１日現在、各町内会の加入者台帳に記載されている世帯は「加入」

としてください。加除の方法は以下のとおりです。 

追加（新規加入） 
「新規町内会加入世帯」用紙に手書きで世帯主名、住所を書

き加えてください。 

削除（退会） 二重線を引いてください。 

変更 
変更部分に二重線を引いて、変更箇所を記入してください。

（世帯主名など） 

※７年度末で退会することが確定している世帯があれば、備考に「７年度末で退会 

予定」とご記入ください。 

(2) アパート等の集合住宅に関する取り扱いについて 

アパート等の集合住宅について、町内会に加入しているにもかかわらず、ごみ袋

が配布されない事例が発生しています。下記のとおり対応をお願いします。 

なお、住民票がない方はごみ袋の配布対象ではありません。 

ア 町内会で居住者を把握している場合 

   (1)のリストに個別で記載されています。(1)と同様に加除してください。 

 イ 町内会で居住者を把握していない場合 

別添リスト「町内会加入アパート等一覧（居住者不明分）」に住宅ごとに記載

されています。加除の方法は(1)と同様です。 

提出内容をもとに各部屋への配布対象リストを作成し、令和８年２月３日（火）

の連絡委員幹事会にて配布します。 

 (3) 事業所の取り扱いについて 

本調査では商店や企業などの事業所は含みません。 

４ 提出期限 

 令和８年１月１６日（金） 
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５ 提出先 

市役所２階環境課ごみ減量係にご提出ください。なお、修正がない場合も必ずご提出

をお願いします。（郵送不可） 

また、提出後にリストの写しは再配布いたしません。 

６ 今後のごみ袋配布の流れ 

 (1) ごみ袋配布枚数及び配送日程の連絡 

令和８年２月３日（火）の２月連絡委員幹事会にて、「燃やすことのできるごみ

袋及びごみカレンダーの配布について（依頼）」という議題で各町内会へのごみ袋配

布枚数及び配送日程を連絡します。加除していただいたリストの世帯数に予備（３世

帯分）を含めた枚数の配布となります。 

 (2) 各地区配送予定日 

令和８年３月２日（月）から３月６日（金）（予定）に各連絡委員宛てにごみ袋

を配送します。今年度も昨年度の同様の日程で配送予定です。 

受け取りの際には立ち会いが必要となりますのでご承知おきください。 

３月２日（月） 午前：棚尾 午後：中央 

３月３日（火） 西端 

３月４日（水） 旭 

３月５日（木） 新川 

３月６日（金） 大浜 

７ 問合せ先 

 (1) ごみ袋配布について 

   環境課ごみ減量係   TEL：９５－９８９９ 

(2) 各種補助金・委託料について 

   地域協働課共生協働係 TEL：９５－９８７２ 
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町内会加入者数調査の手引き（令和８年１月版） 

 

１ 町内会加入世帯数の把握方法 

 前回調査（令和７年１月１日現在）を基礎にした市から配布されたごみ袋町内会配布

世帯一覧を元に、令和８年１月１日現在の町内会加入世帯・未加入世帯を手書き等で

加除して、令和８年１月１６日（金）までに市へ提出する。 

 

２ 町内会加入世帯の定義 

令和８年１月１日現在、各町内会の加入者台帳に記載のある世帯は加入とする。 

※個人世帯単位ではなく、アパート全体として町内会費を払っている世帯も含みます。 

 

 

記入例 

 

町内会加入世帯リスト（ごみ袋町内会配布世帯一覧） 
町内会名  ○○町 

 

住所                          世帯主氏名       備考 

1  ○○○町○○番地                  ○○○○ 

2  ○○○町○○番地                  ○○○○ 

 3  ○○○町○○番地                  ○○○○ 

 4  ○○○町○○番地                  ○○○○ 

 5  ○○○町○○番地                  ○○○○ 新世帯主○○○○ 

 6  ○○○町○○番地                  ○○○○ 

 7  ○○○町○○番地     アパートＡ１０１号    ○○○○ 

 8  ○○○町○○番地     アパートＡ１０２号    ○○○○ 

 9  ○○○町○○番地     アパートＡ１０３号    ○○○○ 

10  ○○○町○○番地     アパートＡ１０４号    ○○○○ 

 

 

 

 

削除は二重線 

変更は二重線

の横に変更箇

所を記入して

ください。 
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備考

〇世帯
※不明な場合は空欄

碧南市

碧南市

碧南市

碧南市

碧南市

碧南市

碧南市

碧南市

碧南市

碧南市

碧南市

碧南市

碧南市

碧南市

碧南市

碧南市

碧南市

碧南市

碧南市

碧南市

碧南市

碧南市

碧南市

碧南市

碧南市

碧南市

新規町内会加入世帯

（例：居住者不明の集合住宅の場合）
碧南市 △△町１－１ □□アパート

碧南市

住所 世帯主氏名 または 住宅名

（例：個人の場合）
碧南市 ○○町１－１ 碧南　太郎

碧南市

碧南市

碧南市
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 令和７年１２月２日  

 

 碧南市連絡委員各位 

 

                         市民生活部地域協働課 

                          課長  堀 田 葉 子    

 

区民館等運営事業補助金に係る報告方法について（依頼） 

寒冷の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 

 平素は、地区行政諸般に多大なるご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 つきましては、下記のとおり令和８年度区民館等運営事業補助金に係る対象経費（令和

７年４月～令和８年３月の運営費及び地代、賃金）について、年度末の報告に向けて準備

をお願いいたします。 

記 

１ 目的   

令和８年度区民館等運営事業補助金に係る補助額の算出資料とする。 

２ 報告書類 

(1) 区民館等運営費内訳明細書（ホームページに掲載） 

 (2) 領収書の写し、振替を行っている場合は通帳の写し等（項目の記載が必要）。 

   ※電話料の基本料金は請求内訳の写し（毎月分）を添付してください。 

 (3) 借地料に変更が生じた場合は、賃貸借契約書の写し。 

 ※データでの提出も可能です。その場合、ファイル形式は、(1)はエクセル、(2)(3)は

ＰＤＦでお願いします。tiikika@city.hekinan.lg.jp へ送信してください。 

３ 経過報告 

  経過報告として、令和７年４月から令和７年１２月までの運営費等を令和８年１月

２３日（金）までに報告してください。 

※１２月分の支払いが、提出期限以降になる場合等は提出時に揃う範囲で構いません。 

 

連絡先 地域協働課共生協働係 

担 当 水村、岡本 

電 話 95-9872（直通） 
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４ 報告先 

  市民生活部地域協働課共生協働係 

５ その他 

集会所（鷲塚住宅、宮下住宅、市営三度山住宅、県営三度山団地）については、定額

補助のため報告の必要はありません。 
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碧南市区民館等運営事業補助金について 

１ 区民館等運営事業補助の目的 

  地域住民の自治活動の振興を図ることを目的に区民館等の運営に要する経費を助成す 

 る。 

２ 補助金の額 

(1) 電気料（区民館等に要するもののみ） 

全額 

(1)～(6)までの合計額が７

５万円を超えた場合は７５

万円と７５万円を超えた額

の２分の１の合計が限度額

となる 

(2) 水道料及び下水道使用料 

(3) ガス代及び灯油代 

(4) 

電話料の基本料金 

※基本料金…回線使用料、屋内配線使用

料、ピンク電話機使用料、ベル使用料、

硬貨収納等信号送出機能使用料、ユニバ

ーサルサービス料等定額のもの 

(5) し尿くみ取料 

(6) 浄化槽清掃料及び点検料 

(7) 借地料 全額 

区民館等の床面積３倍まで

の借地面積かつ、固定資産

税課税標準額の原則４％ま

での借地料が限度額 

(8) 

事務員賃金 

区等と雇用契約を結んでいる者への給与

であること。よって、税法上の事務手続

き（源泉徴収または確定申告など）が税

務署等に適正になされている必要がある

（地区より税務署等に給与支払報告書、

あるいは本人に確定申告のための賃金明

細の交付など）。 

２分の１ 

（退職金は除

く） 

事務員を置いていない場

合、置いているが賃金が年

２４万円に満たない場合は

１２万円を補助対象額とす

る 

補助金額 
(1)～(8)の

合計 
1,000 円未満端数切捨て 
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※算定基礎は前年度実績に基づいて行い、当該年度予算額を限度に交付する 

３ 区民館等運営事業補助金の交付先 

  区又は町内会 

４ その他 

(1) 補助額については、通常の使用として考えられる範囲の額での交付となります。何

らかの理由でその範囲を超える場合は、原則、前年度の同月の申請額を基に算出しま

す。 

(2) 借地料および用務員賃金が大きく変わった場合、金額によっては必ずしも全額補助

できない可能性があります。変更される際には、必ず事前に地域協働課へご相談く

ださい。 
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定

額
の

も
の

）
×

消
費
税

　
　

※
小

数
点

以
下

は
切

捨
て
。

 
※

請
求

書
の

内
訳

書
を

全
て

の
月

の
分

を
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

　
　

４
）

事
務

員
賃

金
…

…
実

際
に

要
し

た
額

。
但

し
退

職
金

は
含

ま
な

い
。

全
額
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【領収書・通帳等の写しの注意事項】
①電話料については、料金のわかるものを提出してください。

②通帳の写しについては、何の支払いか分かるように項目を記載してください。

電話料については、内訳が分かるも
のを提出してください（毎月分）。

※補助対象は基本料金とします。
回線使用料等定額のもの×１．１
（消費税）

※通話料は対象にはなりません。

電話料金

電気料金

水道代

ガス料金

２，５９４

７８，０００

４，７７９

１５，０００

２，１００

５０，０００ 碧南花子人件費（５月分）

浄化槽点検料

摘要欄に記載の無いものは、何の振替か

分かるように項目を記載してください。

色ペン等で印をつけてください。
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